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納
期
と
税
額
の
計
算
方
法

・
確
定
申
告
を
税
務
署
に
し
た
人

・
給
与
収
入
者

・
年
金
受
給
者

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

お
知
ら
せ

問
合
せ
　
国
保
ね
ん
き
ん
課

　
　
　
　（
本
庁
仮
設
庁
舎
西
棟
１
階
）
☎
33
４
４
９
０

・
75
歳
以
上
の
人
（
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
自
動
的
に

　

加
入
）

・
65
歳
か
ら
75
歳
未
満
の
人
で
、
一
定
の
障
が
い
が

　

あ
る
人

※
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
人
と
は
、
身
体
障
害
者
手

　

帳
に
記
載
さ
れ
た
障
が
い
の
等
級
が
１
～
３
級
と

　

４
級
の
一
部
の
人
な
ど
で
す
。

※
一
定
の
障
が
い
に
該
当
す
る
人
の
加
入
（
障
が
い

　

の
認
定
の
申
請
）
は
任
意
で
、
い
つ
で
も
申
請
す

　

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
る
人

 

平
成
29
年
度
の
保
険
料
額

・
保
険
料
は
被
保
険
者
一
人
一
人
が
納
め
ま
す
。

・
保
険
料
率
は
、
熊
本
県
内
で
均
一
で
す
。

 

保
険
料
の
軽
減
内
容
を
見
直
し

【
所
得
が
低
い
人
の
軽
減
】

・
均
等
割
額
の
軽
減《
５
割
・
２
割
軽
減
対
象
者
の
拡
大
》

　

被
保
険
者
と
世
帯
主
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額

に
よ
り
、
９
割
・
8.5
割
・
５
割
・
２
割
の
４
段
階
で

軽
減
さ
れ
ま
す
。

・
所
得
割
の
軽
減
《
５
割
軽
減
→
２
割
軽
減
へ
見
直
し
》

　

被
保
険
者
の
総
所
得
金
額
等
が
91
万
円
を
越
え
な

い
人
は
、
２
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

【
扶
養
さ
れ
て
い
た
人
の
軽
減
】

・
均
等
割
額
の
軽
減《
９
割
軽
減
→
７
割
軽
減
へ
見
直
し
》

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
前
日
ま
で
、

被
用
者
保
険
加
入
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
人
は
、
７

割
軽
減
さ
れ
ま
す
。（
所
得
割
額
は
か
か
り
ま
せ
ん
）

※
被
用
者
保
険
と
は
協
会
け
ん
ぽ
、
健
保
組
合
、
共

　

済
組
合
な
ど
で
す
。

 

保
険
料
の
納
め
方

【
普
通
徴
収
の
人
】

　

平
成
29
年
７
月
か
ら
納
付
書
か
口
座
振
替
（
年
９

回
）
に
よ
り
保
険
料
を
納
め
ま
す
。

　

ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
さ
れ
た
ば

か
り
の
人
は
、
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
開
始
ま
で
６

カ
月
か
ら
１
年
ほ
ど
か
か
る
た
め
、
納
付
書
か
口
座

振
替
で
の
納
付
が
必
要
で
す
。

【
特
別
徴
収
の
人
】

　

平
成
29
年
４
月
か
ら
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
（
年

６
回
）
に
よ
り
保
険
料
を
納
め
ま
す
。

　

ま
た
、
４
・
６
・
８
月
に
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
る

保
険
料
額
（
２
月
に
差
し
引
か
れ
た
金
額
と
同
額
）

は
、
昨
年
７
月
に
送
付
し
た
保
険
料
決
定
通
知
書
に

記
載
し
て
い
ま
す
。

 

特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
は
原
則
、
特
別

徴
収
（
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
）
で
す
が
、
申
し
出

に
よ
り
、
保
険
料
を
口
座
振
替
で
の
納
付
に
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

医
療
機
関
の
適
正
受
診
の
お
願
い

　

休
日
や
夜
間
に
救
急
医
療
へ
の
受
診
が
増
え
、
緊

急
性
の
高
い
重
症
患
者
の
治
療
に
支
障
を
き
た
し
て

い
ま
す
。
必
要
な
人
が
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
、
医
療
機
関
の
受
診
や
薬
局
で
お
薬
を
も

ら
う
と
き
は
、
次
の
こ
と
に
留
意
し
ま
し
ょ
う
。

①
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
場
合
は
、
軽
い
症
状
で
も
昼

　

間
の
診
療
時
間
内
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

②
か
か
り
つ
け
の
医
師
を
も
ち
、
気
に
な
る
こ
と
が

　

あ
れ
ば
、
早
め
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

③
同
じ
病
気
で
複
数
の
医
療
機
関
を
受
診
す
る
こ
と

　

は
避
け
ま
し
ょ
う
。

④
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
）
を
利
用

　

し
ま
し
ょ
う
。

⑤
複
数
の
薬
を
使
用
す
る
場
合
は
、
飲
み
合
わ
せ
に

　

よ
っ
て
副
作
用
が
強
く
出
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

お
薬
手
帳
の
活
用
な
ど
に
よ
り
、
既
に
処
方
さ
れ

　

て
い
る
薬
を
医
師
や
薬
剤
師
に
伝
え
、
飲
み
合
わ

　

せ
に
は
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

 「
身
体
の
健
診
」
と
「
歯
と
口
の
健
診
」
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

大
き
な
病
気
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
、
毎
年

１
回
は
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。
高
齢
者
健
診
は

８
０
０
円
、
高
齢
者
歯
科
健
診
は
４
０
０
円
で
受
診

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

熊
本
地
震
で
被
災
さ
れ
た
人
へ
の

 

お
知
ら
せ

　

平
成
28
年
熊
本
地
震
に
よ
り
住
宅
が
全
半
壊

の
被
災
を
さ
れ
た
人
に
つ
い
て
、
次
の
支
援
措

置
が
延
長
さ
れ
ま
し
た
。
詳
し
く
は
国
保
ね
ん

き
ん
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【保険料の減免】
　住宅の被害状況により平成29年度の保険料が減免され
　ます。
【一部負担金の免除】
　医療費の一部負担金の免除期間が9月 30日まで延長さ
　れます。なお、現在お持ちの有効期限が2月 28日まで
　の「一部負担金免除証明書」は、そのまま使用できます。
　※保険料の減免や免除証明書の申請をされていない人
　　は、「被保険者証・り災証明書・印鑑」を持参の上、
　　早めに手続きをお願いします。
　　また、既に医療機関に支払われた一部負担金は、申請
　　により還付されます。（要領収書）

※年額５７万円が上限です

　所得割額

［総所得金額等－33万円］
×所得割率（9.26％）

　均等割額

47,900円

＋

＝
保険料額（年額）

※1

※2

※
１　

均
等
割
額
と
は
、
被
保
険
者
全
員
が
等
し
く

　
　
　

負
担
す
る
保
険
料

※
２　

所
得
割
額
と
は
、
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る

　
　
　

保
険
料


